
会議の概要（議事録） 

 

会 議 の 名 称 
（番号） 

１－４８ 
令和７年度第２回 墨田区公契約審議会 

開 催 日 時 令和７年１２月１２日（金） 午後２時から午後３時まで 

開 催 場 所 墨田区役所庁舎８階 ８２会議室 

出 席 者 数 

１２人【委 員】江﨑 哲、定谷 英明、出雲 洋行、吉田 昌央、鈴木 利治、 

       阿部 かおり、村田 淳 

【事務局】総務部長、公共施設マネジメント推進課長、契約課長、契約課主 

査（２） 

会 議 の 公 開 

（ 傍 聴 ） 

公開(傍聴できる) 部分公開(部分傍聴できる） 

非公開(傍聴できない) 
傍聴者数 ４人 

議 題 令和８年度労働報酬下限額の設定について 

配 付 資 料 

１ 令和７年度労働報酬下限額適用公契約一覧 

２ 令和８年度労働報酬下限額の設定に関する考え方等について 

  補足資料 

会 議 概 要 

１ 開会 

２ 定足数の確認等 

３ 令和７年度労働報酬下限額適用契約について 

  事務局（契約課長）から令和７年度労働報酬下限額適用契約について報告し

た。 

４ 令和８年度労働報酬下限額の設定についての審議 

  事務局（契約課長）から労働報酬下限額の設定に関する考え方等について説明

した。その後、⑴工事又は製造の請負契約、⑵業務委託契約及び指定管理協定の

順に審議を行い、答申内容が決定された。 

５ 令和８年度墨田区公契約審議会について 

  事務局（契約課長）から令和８年度の審議会日程について確認した。 

※委員からの主な意見とそれに対する他委員の意見・区の回答等は、別紙のとおり 

※答申書（写）は別紙のとおり 

所 管 課 総務部契約課 

  



（別紙） 

１ 令和８年度労働報酬下限額の設定について 

⑴ 工事又は製造の請負契約に係る労働報酬下限額について 

委員の質疑、意見等 他委員の意見・区（事務局）の回答等 

 「未熟練工」の区分が必要なのかどうかという

ことを来年度は議論の対象としたい。これは今

回の答申の付帯意見として取り扱ってほしい。 

 

 

⑵ 業務委託契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額について 

委員の質疑、意見等 他委員の意見・区（事務局）の回答等 

労働報酬下限額を労働者の給与に反映するこ

とを考えると、今後は１円単位ではなく１０円

単位での設定が望ましい。 

 

 

２ その他 

委員の質疑、意見等 他委員の意見・区（事務局）の回答等 

複数年契約について、契約締結年度の労働報

酬下限額を契約期間中適用するのではなく、年

度ごとに、当該年度の労働報酬下限額を適用す

ることとしてほしい。 

【区（事務局）の回答】 

労働報酬下限額適用契約については、契約締結

年度の労働報酬下限額を契約期間中継続して適用

することを前提として締結しているため、にわか

には難しいと考えている。仮に年度ごとの労働報

酬下限額を適用し、それに伴う経費を毎年度契約

変更で増額することとした場合、多くは「１年あ

たりの契約金額」で入札を行うため、「初年度だ

けとにかく低く入札して落札できればよい、初年

度で損をした分を次年度から取り返せばよい」と

いうダンピング受注を助長することにもつながり

かねず、区として即座には賛成できかねる。 

労働報酬下限額が増額された場合、その上昇

率などを複数年契約の労務単価に反映する仕組

みを考慮して欲しい。 

【区（事務局）の回答】 

原則として、契約締結年度の労働報酬下限額を

契約期間中継続して適用しているが、令和７年度

からは業務委託契約への賃金スライドの導入によ

り、労務費の上昇については一定の対応を行って

いる。また、賃金スライドの適用外である令和６

年度以前に締結した長期継続契約のうち人件費の

割合が高い労働集約型の契約については、労働報

酬下限額適用契約かどうかにかかわらず、受託者

へ意向確認の上、今年度限りの緊急的な措置とし

て契約金額の増額対応を行っている。 

労働者について、労働報酬下限額が支払われ

ているかどうかのアンケート調査を来年度に行

ってほしい。工事請負契約・業務委託契約で分

けて実施する、ロゴフォーム等の回答しやすい

方法で実施する等、区で検討してほしい。これ

は今回の答申の付帯意見として取り扱ってほし

い。 

【他委員の意見①】 

 事業者側については、事務仕事が多くなるとい

うことも懸念しており、現在のチェックシートで

の確認が望ましいと考える。 

【他委員の意見②】 

 各現場事務所に、大きく労働報酬下限額を掲示

し、連絡先も明記しており、労働者に対する周知

についてはクリアにできていると認識している。 



（別紙） 

審議会を８月に前倒しして実施してほしい。  

指定管理協定においてもスライド条項の適用

を検討してほしい。これは今回の答申の付帯意

見として取り扱ってほしい。 

【区（事務局）の回答】 

 指定管理協定については、毎年度モニタリング

等を通じて協議を行い、必要に応じて指定管理料

の変更にも対応できる制度となっているため、賃

金スライドを導入するという考えは今のところは

ないと所管課から聞いている。 

 



 

令和７年度第２回墨田区公契約審議会 

 

令和７年１２月１２日（金）午後２時～ 

               区役所庁舎８階８２会議室 

 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

令和８年度労働報酬下限額の設定について 

 

 

３ その他 

  令和８年度墨田区公契約審議会の開催について 

 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

配布資料 資料１ 令和７年度労働報酬下限額適用公契約一覧 

資料２ 令和８年度労働報酬下限額の設定に関する考え方等について 

補足資料 



■令和６年度締結分
令和７年度労働報酬下限額適用公契約一覧（令和７年１２月１０日時点） 資料１

規則（第3条）該当 件名 契約の相手方 契約締結日 履行期限

1 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（花園保育園） 株式会社レパスト 令和6年4月1日 令和11年3月31日

2 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（太平保育園） 株式会社藤江 令和6年4月1日 令和11年3月31日

3 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（寺島保育園） 株式会社藤江 令和6年4月1日 令和11年3月31日

4 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（隅田小学校） 協立給食株式会社 令和6年4月1日 令和11年3月31日

5 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（二葉小学校） 東都給食株式会社 令和6年4月1日 令和11年3月31日

6 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（中和小学校） 協立給食株式会社 令和6年4月1日 令和11年3月31日

7 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（柳島小学校） 株式会社藤江 令和6年4月1日 令和11年3月31日

8 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（業平小学校）
シダックス大新東ヒューマンサービ
ス株式会社 東京支店

令和6年4月1日 令和11年3月31日

9 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（第四吾嬬小学校）
ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会
社

令和6年4月1日 令和11年3月31日

10 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（第一寺島小学校） 株式会社東洋食品 令和6年4月1日 令和11年3月31日

11 第2号（給食調理）
学校給食調理等業務委託（文花中学校、文花中学校夜間
学級）

東都給食株式会社 令和6年4月1日 令和11年3月31日

12 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（吾嬬立花中学校）
一冨士フードサービス株式会社 関
東支社

令和6年4月1日 令和11年3月31日

13 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（吾嬬第二中学校） 株式会社両国ビルサービス 令和6年4月1日 令和10年3月31日

14 第3号（学校管理）
学校管理業務委託（緑小学校・緑幼稚園・柳島小学校・
柳島幼稚園・曳舟小学校）

浅草開発株式会社 令和6年4月1日 令和10年3月31日

15 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（言問小学校・第四吾嬬小学校） 浅草開発株式会社 令和6年4月1日 令和10年3月31日

16 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（第三寺島小学校・第三寺島幼稚園） 明治企業株式会社 令和6年4月1日 令和10年3月31日

17 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（墨田中学校） 浅草開発株式会社 令和6年4月1日 令和10年3月31日

18 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（吾嬬立花中学校） 浅草開発株式会社 令和6年4月1日 令和10年3月31日

業務委託契約
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■令和６年度締結分
令和７年度労働報酬下限額適用公契約一覧（令和７年１２月１０日時点） 資料１

規則（第3条）該当 件名 契約の相手方 契約締結日 履行期限

19 二葉小学校増築その他工事 坂田・岡本建設共同企業体 令和6年9月11日 令和8年7月31日

20 二葉小学校増築その他に伴う電気設備工事 昭電・ヤマト建設共同企業体 令和6年9月11日 令和8年7月31日

21 二葉小学校増築その他に伴う機械設備工事 浦安・タカヤマ建設共同企業体 令和6年9月11日 令和8年7月31日

22 新辻橋撤去道路築造工事（その３） 坂田建設株式会社　東京支店 令和6年11月26日 令和8年2月3日

23 東あずま保育園内部改修その他工事 樋田建設工業株式会社 令和7年2月20日 令和8年2月20日

24 東あずま保育園内部改修その他に伴う電気設備工事
株式会社ケイ・エヌ・システムプラ
ンニング　墨田支店

令和7年2月25日 令和8年2月13日

工事請負契約
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■令和７年度締結分
令和７年度労働報酬下限額適用公契約一覧（令和７年１２月１０日時点） 資料１

規則（第3条）該当 件名 契約の相手方 契約締結日 履行期限

1
第1号（施設清掃・受
付・警備・維持管理）

トイレ清掃委託（北部） 株式会社ＪＳＫ 令和7年4月1日 令和8年3月31日

2
第1号（施設清掃・受
付・警備・維持管理）

トイレ清掃委託（南部） 株式会社ＥＬＳ 令和7年4月1日 令和8年3月31日

3 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（横川橋保育園） 日本給食株式会社 令和7年4月1日 令和12年3月31日

4 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（中川保育園） 株式会社東京天竜 令和7年4月1日 令和12年3月31日

5 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（福神橋保育園）
シダックス大新東ヒューマンサービ
ス株式会社　東京支店

令和7年4月1日 令和12年3月31日

6 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（東駒形保育園） フジ産業株式会社 令和7年4月1日 令和11年3月31日

7 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（東あずま保育園） 株式会社東京天竜 令和7年4月1日 令和12年3月31日

8 第2号（給食調理） 墨田区立保育園給食調理業務委託（立川保育園） 株式会社レクトン 令和7年4月1日 令和12年3月31日

9 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（第二寺島小学校） 株式会社藤江 令和7年4月1日 令和12年3月31日

10 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（押上小学校） フジ産業株式会社 令和7年4月1日 令和12年3月31日

11 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（八広小学校） 株式会社藤江 令和7年4月1日 令和12年3月31日

12 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（両国中学校） 株式会社東洋食品 令和7年4月1日 令和12年3月31日

13 第2号（給食調理） 学校給食調理等業務委託（錦糸中学校） 株式会社レクトン 令和7年4月1日 令和12年3月31日

14 第3号（学校管理）
学校管理業務委託（菊川小学校・菊川幼稚園・両国中学
校（夜間あり））

浅草開発株式会社 令和7年4月1日 令和11年3月31日

15 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（小梅小学校・桜堤中学校） 浅草開発株式会社 令和7年4月1日 令和11年3月31日

16 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（二葉小学校・東吾嬬小学校） 高橋工業株式会社　墨田支店 令和7年4月1日 令和11年3月31日

17 第3号（学校管理） 学校管理業務委託（八広小学校（夜間あり）） 株式会社ヒット 令和7年4月1日 令和11年3月31日

18 第3号（学校管理）
学校管理業務委託（第三吾嬬小学校・第二寺島小学校・
隅田小学校（夜間あり））

セントラルエンジニアリング株式会
社

令和7年4月1日 令和11年3月31日

業務委託契約
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■令和７年度締結分
令和７年度労働報酬下限額適用公契約一覧（令和７年１２月１０日時点） 資料１

規則（第3条）該当 件名 契約の相手方 契約締結日 履行期限

19 梅若保育園外壁改修その他工事 上條建設株式会社　東京支店 令和7年6月6日 令和8年3月31日

20 特別区道墨６３号路線道路バリアフリー整備工事 カズミ工業株式会社 令和7年6月9日 令和8年3月23日

21 八広小学校改築に伴う既存プール棟外解体工事 木山興産株式会社 令和7年6月9日 令和8年6月30日

22
特別区道墨１１９号路線（曳舟川通り）道路バリアフ
リー整備工事（５工区）

常盤工業株式会社　東京営業所 令和7年6月10日 令和8年3月23日

23 大横川親水公園清平橋南側インクルーシブ遊具整備工事 東武緑地株式会社　東京支店 令和7年6月23日 令和8年3月24日

24 文花児童館等複合施設新築工事 東武谷内田・上條建設共同企業体 令和7年7月3日 令和9年7月30日

25 文花児童館等複合施設新築に伴う電気設備工事 阿久津・弘明建設共同企業体 令和7年7月3日 令和9年7月30日

26 文花児童館等複合施設新築に伴う機械設備工事 アサノ・沖山建設共同企業体 令和7年7月3日 令和9年7月30日

27 特別区道錦糸１０１１号路線外路面改修工事 最上建設株式会社 令和7年7月7日 令和8年3月23日

28 旧本所保健センター等複合施設解体工事 三和解体工業株式会社 令和7年7月29日 令和8年3月31日

29 横川公園再整備工事 株式会社柳島寿々喜園 令和7年8月19日 令和8年9月30日

30 すみだ産業会館内装改修その他工事 坂田建設株式会社　東京支店 令和7年8月28日 令和8年2月13日

31 京成曳舟駅周辺道路整備工事 常盤工業株式会社　東京営業所 令和7年9月8日 令和8年3月6日

32 大横川親水公園横川橋北側遊具改修工事 株式会社柳島寿々喜園 令和7年9月16日 令和8年3月27日

33 みどりコミュニティセンター内装改修その他工事 株式会社勝美工務店 令和7年9月18日 令和8年3月31日

34 旧向島中学校校舎ほか解体工事 三貴株式会社　東京支店 令和7年9月30日 令和9年3月14日

35 特別区道墨１２３号路線外道路改良工事 株式会社植松土木　東京営業所 令和7年9月30日 令和9年3月15日

36
庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修（その
２）工事

一工・友和建設共同企業体 令和7年9月30日 令和10年3月17日

37 横川小学校屋上プール水槽取替工事 上條建設株式会社　東京支店 令和7年10月3日 令和8年3月31日

38 墨田区庁舎ゴンドラ設備改修工事
日本ビソー株式会社　本設ゴンドラ
東京支店

令和7年12月10日 令和10年3月31日

工事請負契約

4 / 5 ページ



■令和７年度締結分
令和７年度労働報酬下限額適用公契約一覧（令和７年１２月１０日時点） 資料１

規則（第3条）該当 件名 契約の相手方 契約締結日 履行期限

39
特別区道墨１１９号路線（曳舟川通り）道路バリアフ
リー整備工事（１工区）

常盤工業株式会社　東京営業所 令和7年12月10日 令和9年2月12日

40 特別区道墨１２２号路線バリアフリー整備工事 最上建設株式会社 令和7年12月10日 令和9年3月5日

41 庁舎１、２階及びすみだリバーサイドホール改修工事 坂田・岡本建設共同企業体 令和7年12月10日 令和9年9月30日

42
庁舎１、２階及びすみだリバーサイドホール改修に伴う
電気設備工事

事業・山一建設共同企業体 令和7年12月10日 令和9年9月30日

43
庁舎１、２階及びすみだリバーサイドホール改修に伴う
機械設備工事

浦安・アサノ建設共同企業体 令和7年12月10日 令和9年9月30日

44
庁舎１、２階及びすみだリバーサイドホール改修に伴う
昇降機設備工事

東芝エレベータ株式会社　東京支社 令和7年12月10日 令和9年3月31日

規則（第3条）該当 施設名 指定管理者 指定期間開始日 指定期間満了日

1 八広地域プラザ 一般社団法人吾嬬の里 令和7年4月1日 令和10年3月31日

2 横川コミュニティ会館
ソシオーク・テルウェル・東武ビル
マネジメント共同企業体

令和7年4月1日 令和12年3月31日

3 東向島児童館・分館 一般財団法人本所賀川記念館 令和7年4月1日 令和12年3月31日

4 立川児童館
労働者協同組合ワーカーズコープ・
センター事業団

令和7年4月1日 令和12年3月31日

指定管理協定

工事請負契約

5 / 5 ページ



 資料２ 

令和８年度労働報酬下限額の設定に関する考え方等について 

 

１ 工事請負契約 

（１）墨田区労働報酬下限額設定にあたっての考え方 

根拠条文：墨田区公契約条例第９条第１項第１号 

労働報酬下限額は、次の各号に掲げる労働者等の区分に応じ、当該各号に定める事項その他の

事情を勘案して定めるものとする。 

⑴ 第７条第１項第１号に掲げる公契約に係る労働者等 農林水産省及び国土交通省が定める公共

工事の工事費の積算に用いるための労務の単価（※） 

※「公共工事設計労務単価」 

 

（２）「熟練労働者・一人親方」及び「未熟練工（受注者等との合意の下、見習い・手元等の労働者 

 と判断する者）、年金等の受給のために賃金を調整している労働者（以下「未熟練工等」という。）」

の労働報酬下限額の設定について（案） 

「熟練労働者・一人親方」と「未熟練工等」に分けて設定する。 

 

（３）「熟練労働者・一人親方」の労働報酬下限額について（案） 

 令和８年度の東京都における公共工事設計労務単価（１時間あたり）の９０％とする。 
 

【参考】令和７年度都内公契約条例制定自治体における「熟練労働者」の労働報酬下限額の設定状況 

渋谷・千代田・目黒・新宿・杉並・江戸川・

中野・北・台東・文京・墨田／国分寺市 

R7 公共工事設計労務単価の 90％ 

世田谷／日野市 R7 公共工事設計労務単価の 85％ 

足立 R6 公共工事設計労務単価の 95％ 

多摩市 R6 公共工事設計労務単価の 90％ 

 

（４）東京都の公共工事設計労務単価が設定されていない職種の労働報酬下限額について（案） 

令和７年度の当該職種の労働報酬下限額に、令和８年度の東京都における公共工事設計労務単

価の平均上昇率を乗じて得た額とする。 

 

（５）「未熟練工等」の労働報酬下限額について（案） 

令和８年度の東京都における公共工事設計労務単価「軽作業員」の（１時間あたり）の７０％

とする。 
 

【参考】令和７年度都内公契約条例制定自治体における「未熟練工等」の労働報酬下限額の設定状況 

 

※１ 市部については、多摩市（１時間あたり 1,380 円） 

※２ 千代田区・日野市・国分寺市については、熟練工とそれ以外を分けて設定していない。

渋谷・目黒 １時間あたり 1,620 円 

世田谷・新宿・杉並・江戸川・北・台東・

文京・墨田 
１時間あたり 1,619 円 

中野 １時間あたり 1,618 円 

足立 １時間あたり 1,615 円 



 資料２ 

２ 業務委託契約・指定管理協定 

（１）墨田区労働報酬下限額設定にあたっての考え方 

根拠条文：墨田区公契約条例第９条第１項第２号 

 労働報酬下限額は、次の各号に掲げる労働者等の区分に応じ、当該各号に定める事項その他の事

情を勘案して定めるものとする。 

⑵ 第７条第１項第２号及び第３号に掲げる公契約に係る労働者等 区の区域に係る最低賃金法第

９条第１項に規定する地域別最低賃金及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年墨田区条例第１３号）第１８条第１項に規定する報酬の額に、同条例第２１条第１項に規定

する地域手当に相当する報酬を加えて得た額 
 

【参考】令和７年度都内公契約条例制定自治体における業務委託及び指定管理協定の設定状況                        

(単位：円（１時間あたり）) 

世田谷 新宿 渋谷 杉並 中野 北 
江戸川 

・足立 
墨田 

千代田

※１ 
台東 

1,460 1,438 1,426 1,400 1,380 1,368 1,350 1,349 1,335 1,323 

目黒 文京 

1,298 1,295 

※１ 千代田区は、業務により８種設定しており、上記は専門職種以外の金額である。 

※２ 市部については、日野市（1,238、指定管理対象外）多摩市（1,239）国分寺市（1,223） 

  （多摩市・国分寺市も業務により複数設定しており、上記はその中の最も低い金額） 
 

（２）令和８年度労働報酬下限額（案）と東京都最低賃金等の推移 

※ 現行の行政職給料表（一）（１級８号）の場合であり、今後の労使交渉の結果、区会計年度任用職員

(事務補助)の号給が変動する可能性がある。 

 

年
度

月
東京都
最低賃金
(Ａ)

増減額

区会計年度
任用職員
(事務補助)
報酬(Ｂ)

増減額
最賃との差
(Ｂ)-(Ａ)

労働報酬下限額
（Ｃ）

最賃との差
(Ｃ)-(Ａ)

4月
78円
(7.0%)

10月
28円
(2.4%)

4月

10月

1,476円…①（基本案）
R7労働報酬下限額1,349円×
会計年度任用職員(事務補
助)の報酬単価の上昇率
(9.4%)

250円
(20.4%)

1,486円…②
①の基本案に東京都最低賃
金の引き上げ額の伸び額
（約10円）を加算する。

260円
（21.2％）

R6 1,191円 +44円 1,210円
97円
(8.7％)

1,163円 +50円

R7 1,368円
+177
円

R8 4月 1,496円 +128円
270円

（22.0％）

205円
(17.6%)

　　　　1,349円
186円
(16％)

1,226円 +63円



資料２ 補足資料 

■②案（1,486 円）の算出方法（単位:円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｒ３    Ｒ４    Ｒ５    Ｒ６    Ｒ７ 

   1,041       1,072       1,113    1,163       1,226 

             
    

31       41            50       63 

      

１０      ９      １３ 

引き上げ額 

引き上げ額の伸び額 

最 賃 

平均すると約１０円の伸び額 

当初の基本案１,４７６円 ＋ １０円 ＝ １,４８６円 

この１０円を基本案に加算 




